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 富山県税事務取扱規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和５年12月27日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県訓令第10号 

                             経 営 管 理 部  

                             出  納  局  

                             総合県税事務所  

   富山県税事務取扱規程の一部を改正する訓令 

 富山県税事務取扱規程（昭和27年富山県訓令第25号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第９条の２第１項中「第４項まで」を「第６項まで」に改める。 

 第３号様式の３⑴中 

 

 

 

 

 

 

 

を 

毎週月.水.金曜日発行 
令和５年12月27日 

水 曜 日 

千 円兆 十億百万 兆 十億百万千 円

不 申 告 超える

額分加 算 金

52

兆 十億百万 千 円兆 十億百万 千 円

小計

兆

千

十億百万 千 円

円

小計
兆 十億百万 千 円

不足税

額分

過少申告 超える

額分加 算 金

不足税

額分

53

兆 十億百万 千 円兆 十億百万

「 

」 

過少申告 

加 算 金 

不 申 告 

加 算 金 
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に改める。 

 第３号様式の３⑵中 

 

 

 

 

 

を 

 

 

 

 

 

 

に改める。 

 第３号様式の３⑶中 

 

 

 

 

 

 

千 円十億百万十億百万 兆千 円
不足税額分

兆十億百万 千 円兆十億百万 千

52
兆十億

過少申告

加 算 金
百万 千 円兆十億百万 千 円

小計
兆十億

超える額分

不足税額分

50万円超の部分に係る上乗せ分

300万円超の部分に係る上乗せ分

不 申 告

加 算 金

円
小計

兆十億百万 千 円

百万 千 円

兆

53

千 百万不足税

額分

兆 十億百万

加 算 金

過少申告 超える

額分

不 申 告 超える

額分加 算 金

兆 十億百万 千 円
小計

千 円 兆 百万 千 円

兆

百万 千 円兆十億百万 千 円
小計

兆十億

53

兆百万 千 円

不足税

額分

十億

十億

円 十億 千 円

54

兆 十億百万

兆十

億

百

万

千円

十億 千 円

法人事業税・特別法人事業税に対する加算金額

摘要 基礎とする事業税額
基礎とする特別
法人事業税額

基礎とする税額合計

率

加算金額
うち事業税を基礎
とする加算金額

ア
千 円 百万

過少申告超える
額分加 算 金

兆

イ

ア＋イ＝ウ
（端数計算）

エ－（エ×イ／ウ）
（端数計算）エ

不足税
額分

兆 十億百万

不 申 告超える
額分加 算 金

53
兆 十億 百万 千 円兆 十億百万 千 円

小計
兆 十億百万 千 円

小計
兆 十億 百万 千 円

不足税
額分

兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

更正又は決定の理由

重加算金 55

徴収加算金合計

53＋54＋55
56

54

合計事業税額
（㉓又は㉔）＋㉖＋㉘＋㉚＋㉜＋㉞＋㊱＋㊳

事業税の特定寄附金税額控除額

仮装経理に基づく事業税額の控除額

既に納付の確定した当期分の事業税額

租税条約の実施に係る事業税額の控除額

52
差引徴収特別法人事業税額
㊽－㊾－㊿－51

㊴

㊵

㊶

㊷

歳出還付税額
仮装経理に基づく過大申告の更正及び

租税条約の実施に係る更正に伴う繰越

控除

㊹差引徴収事業税額　㊴－㊵－㊶－㊷－㊸
特別法

人事業

税

61

円

59

60

57

58

法人事業税

法人県民税

法人事

業税

法人県
民税㊸

兆 十億百万 千

不足税額分

54小計
兆十億 百万 千兆

不 申 告
50万円超の部分に係る上乗せ分

300万円超の部分に係る上乗せ分

兆百万 千 円

円 十億 千 円

十億百万 千 円

53
兆兆十億百万 千 円 兆

小計
十億百万 千 円

過少申告

円十億

十億

百万 千

円

加 算 金

千 百万兆 十億百万 兆
不足税額分

超える額分
加 算 金

千 円百万

過少申告 超える
額分加 算 金

不足税
額分

兆 十億百万 十億

小計
兆 十億百万 千 円

千 円 兆

60
兆 十億 百万 千 円兆 十億百万 千 円

千 円

不足税
額分

不 申 告 超える
額分加 算 金

61
兆 十億 百万 千 円兆 十億 百万 千 円

小計
兆 十億 百万

「 

「 

「 

「 

」 

」 

」 

」 
百万 百万 十億 十億 

十億 十億 百万 百万 

百万 十億 百万 十億 

百万 百万 十億 十億 

過少申告 

加 算 金 

不 申 告 

加 算 金 

百万 十億 十億 

十億 百万 十億 百万 

百万 

百万 十億 

十億 

兆 

兆 兆 兆 

兆 兆 

千 円 千 円 

千 円 円 千 

兆 

十億 百万 百万 

十億 

十億 十億 

十億 百万 百万 

百万 百万 

53 

54 

兆 

兆 

十億 百万 十億 百万 

十億 百万 百万 十億 

百万 

60 

兆 千 円 兆 千 円 
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を 

 

 

 

 

 

 

 

に改める。 

 第３号様式の４の２⑴中 
 
「 

区     分 
この 更正 

決定 による加算金額 

  

」 

基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

過少申告 
加算金 

不足金額分       
超える額分       

小計       
不申告加算金       
重加算金       
加算金合計額（＝②）   

を       
 
「 

区     分 
この 

更正 
決定 による加算金額 

  

」 

基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

過少申告 

加算金 

不足金額分       
超える額分       

小計       

不 申 告 

加 算 金 

不足金額分    
50万円超の
部分に係る
上乗せ分 

   

 300万円超 
の部分に係
る上乗せ分 

   

小計       
  重加算金       
  加算金合計額（＝②）   

に改める。 

 第３号様式の４の２⑵中 
｢ 
県 税 事 務 所  

 

十億 千 円

61
兆 十億百万 千 円 百万

不 申 告

千 円兆十億百万 千 円
小計

兆 十億

不足税額分

50万円超の部分に係る上乗せ分

300万円超の部分に係る上乗せ分
加 算 金

兆 十億 百万 千 円

兆 十億百万

円

不足税額分

超える額分
加 算 金

千 百万兆

60
兆 十億 百万 千 円兆 十億百万 千

小計

過少申告

円「 

」 

百万 百万 

百万 百万 十億 

十億 

過少申告 

加 算 金 

不 申 告 

加 算 金 

百万 百万 十億 

60 

61 

兆 



  4  令和５年 12月 27 日    富 山 県 報          号  外   

 

 
 

商 品 の 種 類  
｣ 

を 
 
｢ 
商 品 の 種 類  

」 

に、                              
 
｢ 不申告加算金額算出の 
基礎となつた申告税額 
         ① 

          円 
 

 
不申告加算金の率 ②     ／ 100 

」 

 
不申告加算金 ①×②           円 

を 
 
｢ 
 基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

 
 

不 
申 
告 
加 
算 
金 

不 足 金 額 分    
 

50万円超の部分に 
係る上乗せ分    

 

 300万円超の部分 
に係る上乗せ分    

 

不 申 告 加 算 金 計           円 
」 

に改める。 

 第３号様式の４の５⑴中 
 
「 

区      分 
この 更正 

決定 による加算金額 

  

」 

基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

 過少申告 
 加算金 

不足金額分       
超える額分       
小計       

 不申告加算金     
 重加算金     
 加算金合計額（＝②）   

を 
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「 

区      分 
この 

更正 
決定 による加算金額 

  

」 

基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

 過少申告 

 加算金 

不足金額分       
超える額分       

小計       

 不 申 告 

 加 算 金 

不足金額分    
50万円超の
部分に係る
上乗せ分 

   

 300万円超 
の部分に係
る上乗せ分 

   

小計       
  重加算金     
  加算金合計額（＝②）   

に改める。 

 第３号様式の４の５⑵中 
 
｢ 
県 税 事 務 所  

｣ 

 
商 品 の 種 類  

を 
 
｢ 
商 品 の 種 類  

」 

に、 
 
｢ 不申告加算金額算出の 
基礎となつた申告税額 
         ① 

          円 
 

 
不申告加算金の率 ②     ／ 100 

」 

 
不申告加算金 ①×②           円 

を 
 
｢ 
 基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

 
 

不 
申 
告 
加 

不 足 金 額 分    
 

50万円超の部分に 
係る上乗せ分 

   
 

 



  6  令和５年 12月 27 日    富 山 県 報          号  外   

 

 
 算 

金 
 300万円超の部分 
に係る上乗せ分    

 

不 申 告 加 算 金 計           円 
」 

に改める。 

 第３号様式の４の７⑴中 
 
「 

区      分 
この 更正 

決定 による加算金額 

  

」 

基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

 過少申告 
 加算金 

不足金額分       
超える額分       
小計       

 不申告加算金     
 重加算金     
 加算金合計額（＝②）   

を 
 
「 

区      分 
この 

更正 
決定 による加算金額 

  

」 

基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

 過少申告 

 加算金 

不足金額分       
超える額分       

小計       

 不 申 告 

 加 算 金 

不足金額分    
50万円超の
部分に係る
上乗せ分 

   

 300万円超 
の部分に係
る上乗せ分 

   

小計       
  重加算金     
  加算金合計額（＝②）   

に改める。 

 第３号様式の４の７⑵中 
 
｢ 
県 税 事 務 所  

｣ 

 
商 品 の 種 類  

を 
 
｢ 
商 品 の 種 類  

」  
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に、 
 
「 不申告加算金額算出の 
基礎となつた申告税額 
         ① 

          円 
 

 
不申告加算金の率 ②     ／ 100 

」 

 
不申告加算金 ①×②           円 

を 
 
｢ 
 基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

 
 

不 
申 
告 
加 
算 
金 

不 足 金 額 分    
 

50万円超の部分に 
係る上乗せ分    

 

 300万円超の部分 
に係る上乗せ分 

   
 

不 申 告 加 算 金 計           円 
」 

に改める。 

 第３号様式の７⑵中                            
 
｢ 

加算金 

 基礎となる額 率 加算金額 計 ⑱  
 不申告加算金 円  円 円 

 
 過少申告加算金 円  円  

重 加 算 金 円  円  
合計（⑰＋⑱） 円 」 

を                                     
 
「 

加 
算 
金 
額 

 基礎とする税額 率 加算金額 計 ⑱  
 過少

申告
加算
金 

不足税額分 円 ％ 円 円 
 

 超える額分 円 ％ 円  
 

不申
告加
算金 

不足税額分 円 ％ 円  
 50万円超の部分に係 

る上乗せ分 
円 ％ 円  

  300万円超の部分に 
係る上乗せ分 

円 ％ 円  
重 加 算 金 円 ％ 円 

合計（⑰＋⑱） 円 」 

に改める。 



  8  令和５年 12月 27 日    富 山 県 報          号  外   

 

 第３号様式の８⑵中                            
 
｢ 不申告加算金算出の基 
礎となつた申告税額 円 加算金の率 ％ 

」 

 
不 申 告 加 算 金 額 円 

を 
 
｢ 
 基礎とする税額 率 加算金額 

 
 

不 
申 
告 
加 
算 
金 

不足金額分 
円 ％ 円 

 
50万円超の部分に 
係る上乗せ分 

   
 

 300万円超の部分 
に係る上乗せ分 

   
 

不申告加算金額計           円 
」 

に改める。 

 第３号様式の８⑶付表中 
 
｢ 

加 
算 
金 

区 分 加算金算出の 
基礎となる税額 率 加 算 金 額 

 

過少申告加算金 ⑨ 円 ％ 円 
 

不申告加算金  ⑩     

重加算金    ⑪     

合計（⑨＋⑩＋⑪）    」 

を 
 
｢ 

加 
算 
金 

区 分 基礎とする税額 率 加 算 金 額 
 

過少
申告
加算
金⑨ 

不足金額分 円 ％ 円 
 

超える額分 
   

 

不申
告加
算金 
 ⑩ 

不足金額分    
 

50万円超の部分
に係る上乗せ分 

   
 

 300万円超の部
分に係る上乗せ
分 

   
 

重加算金     ⑪     

合 計（⑨＋⑩＋⑪)    」 

に改める。 
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 第３号様式の９の３⑴中 ｢ 合衆国          ｣ を ｢ 合衆国軍隊等       」 に改める。 

 第３号様式の９の３⑵中                          
 
｢ 
不申告加算金算出の基礎 
となつた申告税額 円 加算金の率 ％ 

｣ 
 不申告加算金額 円 

を                                     
 
｢  基礎とする税額（円） 率（％） 加算金額（円） 

｣ 

 不 
申 
告 
加 
算 
金 

不足金額分    

 50万円超の部分に係 
る上乗せ分    

  300万円超の部分に 
係る上乗せ分 

   

 不申告加算金額計 円 

に改める。 

 第３号様式の９の６中 
 
｢ 

加
算
金
額 

過少申告加算金 

円  
 

 円 
 100 

 
円  

 
 円 

 100 
 

不申告加算金 円  
 

 円 
 100 

重加算金 円  
 

 円 
｣ 100 

を 
 
｢ 

 
 
 
 
 
 

加
算
金
額 

過
少 
申
告 
加
算 
金 

不足税額分 円 
   

円 

 
 100  

 

超える額分 円 
   

円 

 
 100  

 

不
申 
告
加 

不足税額分 円 
   

円 
  100  

 50万円超の
部分に係る
上乗せ分 

円 
   

円 
  100  
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算
金 

 300万円超
の部分に係
る上乗せ分 

円 
   

円 
  100  

重加算金 円 
   

円  
 100  」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓令による改正前の富山県税事務取扱規程に定める様式による用紙は、当 

 分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                              （税 務 課）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和５年12月27日印刷発行 

           発 行  富    山    県 

                       富山県富山市新総曲輪１番７号    

                       電話富山 076―444―3153番 


